
妊婦健診受診および分娩について 

  平成 20 年より、松本平では分娩施設と健診施設が分かれて機能するようになりました。 
  これに伴い、当院は初期検査（松本市周辺にお住まいの方対象）と妊娠 34 週からの妊婦健診、

分娩を請け負っております。 
  健診協力医療機関については松本福祉事務所のホームページをご覧下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
なお、分娩制限はしておりませんが、次の方は分娩をお受けできません。 
  
  ・非妊時体重 BMI30 以上の方 
  ・基礎疾患があり治療中または経過観察中の方（医師と要相談） 
  ・精神疾患で治療中の方 
  ・現在喫煙、飲酒している方 
  ・血液型 Rh（-）の方 
  ・前置胎盤の方（低置胎盤の方は医師と要相談）） 
  ・一絨毛膜双胎の方（二絨毛膜双胎の方はお受けできます） 
 


